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医療施設における 20 1 3年度冬季の電力需給対策について

今夏の節電への取組について御協力をいただきまして感謝申し上げます。

1 1月1目、政府の電力需給に関する検討会合において、『20 1 3年度冬季の電力需給

対策について」（別添1）が決定され、今冬の電力需給の見通し及び需給対策等が示されま

した。

今冬の電力需給については、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要な予備

率3%以上を確保できる見通しが示されており、現在定着している節電の取組が、国民生

活、経済活動等への影響を極力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、数値目標

を設けない節電を要請されています。

ただし、北海道電力管内については、冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む

停電を回避するため、上記対策に加え、 20 1 0年度比で企6%以上の数値目標付きの節

電が要請されていますが、医療施設については、機能維持への支障が生じない範囲で実施

可能な目標を設定し、節電を行うことが要請されており、一定の配慮がなされています。

皆様におかれましては、これらの内容につき御了知いただきますとともに、貴会員に対

し、冬季の節電メニュー（別添2）を参考に節電の取組を行っていただけるよう、周知を

お願いいたします。

【参考資料】

・別添1 2 0 1 3年度冬季の電力需給対策について

・別添2 冬季の節電メニュー（事業者の皆様）

【参考となるウェブサイト】

－内閣官房ホームページ「電力需給に関する検討会合」

http://w剛 kantei. go. jp/ jp/s i ng i /e I eotr i o ity_supp I y/ index. htm I 

－経済産業省ホームページ「電力需給検証小委員会」

http://w剛.meti. go. jp/oommittee/gizi_8/2. html非jukyu_I但nsho

【問い合わせ先］

厚生労働省医政局総務課（電力確保チーム） 村中、茎塵

（電話） 03-5253 1111 （内線） 2 5 1 8、25 1 9 



2013年度冬季の電力需給対策について

2 0 1 3年 11月 1日

電力需給に関する検討会合

2013年度冬季の電力需給見通しについては、経済産業省の総合資源エネル

ギ一調査会基本政策分科会の下に設置した「電力需給検証小委員会」において、

第三者の専門家による検証を行った。

政府としては、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がない

よう、エネルギー需給の安定に万全を期すベく、電力需給検証小委員会による

需給見通しを踏まえて、 2013年度冬季の電力需給対策を決定する。

11.2013年度冬季の電力需給見通し｜

2013年度冬季の電力需給は、 2011年度冬季並み（北海道電力管内について

は、厳寒であった 2010年度並み）の厳寒となるリスクや直近の経済成長の伸び、

企業や家庭における節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力管内でも

電力の安定供給に最低限必要な予備率 3%以上を確保できる見通しである。

ただし、北海道電力管内については、他電力からの電力融通に制約があるこ

と、発電所一機のトラブル停止が予備率に与える影響が大きいこと、厳寒である

ため、万一の電力需給のひっ迫が、国民の生命、安全を脅かす可能性※がある

ことなどの北海道の特殊性を踏まえ、リスクへの特段の備えが必要であるo

<2014年 2月の電力需給見通し＞
1万kW) .3社 北海道 東北 ’U!{ 命園傷田車本ぴ 中部 関西 北燈 中国 四国 九州 9・カ 沖縄

供給力 7 528 604 1 500 5 424 8974 2 502 2 655 550 1 141 542 1 584 16 502 207 

最大電力需要 6,861 563 1,378 4,920 8,544 2,355 2,576 519 1,052 506 1,536 15,405 115 

予備カ（供給ー需要） 667 41 122 504 430 147 79 31 89 36 48 1,097 92 

予備率 9.7% 7.2% 8.9% 10.2% 5.0% 6.3% 3.0% 6.0% 8.5% 7.2% 3.1% 7.1% 80.6% 

※仮に、北海道電力管内において、 2013年度冬季の需要ピーク時に過去最大級の電源脱

落（企137万 kW）が生じた場合、北本連系線を通じた本州からの電力融通（最大 60万kW)

等を行っても、北海道電力管内の予備率はマイナスとなる。
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12. 2013年度冬季の電力需給対策｜

( 1 ）全国（沖縄電力管内を除く）共通の対策

①節電要請（数値目標を設けない）

i ）現在定着している節電の取組が、国民生活、経済活動等への影響を極

力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、節電を要請する。節

電要請に当たっては、高齢者や乳幼児等の弱者に対して、配慮を行う。

※2013年度冬季の需給見通しにおいて、節電の定着分（2010年度最大電力比）とし

て以下の数値を見込んでいる。これらは節電を行うに当たっての目安となる。

北海道電力管内 企4.1% 東北電力管内 企1.9% 東京電力管内 .t.7.5% 
中部電力管内 企2.3% 関西電力管内 企3.8% 北陸電力管内 企3β%
中国電力管内 企1.4% 四国電力管内 企4.2% 九州電力管内 企4.1%

ii ）節電要請期間・時間帯

2013年 12月2日（月）から 2014年3月31日（月）までの平日（ただし、

12月30日（月）及び31日（火）並びに1月2日（木）及び3日（金）を除く。）

の9:00から21:00まで（北海道電力及び九州電力管内については8:00か

ら21:00まで）の時間帯とする。

②需給ひっ迫への備え

大規模な電源脱落等により、万が一、電力需給がひっ迫する場合への備

えとして、以下の対策を行う。

i ）電力会社は、発電所等の計画外停止のリスクを最小化するため、発電

設備等の保守・保全を強化する。

日）電力会社は、電力需給のひっ迫が予想される場合に、広域的な電力融

通、卸電力取引市場の活用、自家発事業者からの追加的な電力購入等

を行えるよう準備する。

iii）電力会社は、随時調整契約等の積み増し、アグリゲータ一知やネガワッ

ト取引粧の活用その他のディマンドリスポンス等、需要面での取組の促

進を図る。

※1アグリゲーターとは、事前に契約している複数の需要家の電力需要を一括して制御し、

遠隔操作や手動制御によって空調、照明などの需要を削減する事業者。

※2・ネガワット取引とは、需要家による節電量を供給量と見立て（ネガワット）、需給ひっ迫が

想定される場合に、需要サイドの負荷抑制による節電分を確保する仕組み。
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(2）北海道電力管内に対する対策

冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む停電を回避するため、

( 1）に加え、以下の多重的な対策を行う。

①数値目標付きの節電要請

i ）数値目標（2010年度比で企6%以上の節電）

大口需要家、小口需要家、家庭のそれぞれに対し、 2010年度比で企

6%以上の使用最大電力（kW）の抑制を要請する。

ii ）節電要請期間・時間帯

2013年 12月9日（月）から 2014年3月7日（金）までの平日（ただし、

12月30日（月）及び31日（火）並びに1月2日（木）及び3日（金）を除く。）

の 16:00から 21:00までの時間帯とする。
※冬季の北海道は、夜間も電力需要が高い水準にあるため、上記時間帯以外も可

能な範囲での節電を要請する。

iii）基準電力

2010年度冬季（2010年 12月 1日（水）から 2011年 3月31日（木）ま

で）における使用最大電力の値（kW）を基準の目安とする。

iv）留意事項

ア）高齢者や乳幼児等の弱者に対して、無理な節電を要請することのな

いよう、配慮を行う。

イ）病院や鉄道等のライフライン機能や政府の安全保障上極めて重要な

施設の機能の維持に支障が出る場合については、機能維持への支

障が生じない範囲で実施可能な目標を設定し、節電を行うよう要請す

る。

ウ）電源脱落がない平時においては、予備率 3%以上を確保できる見通

しであることを踏まえ、生産活動等（農業、観光等を含む。）に配慮し、

実質的な影響が生じない範囲で実施可能な目標を設定し、節電を行

うことも可能とする。ただし、需給ひっ迫時（予備率が 3%を下回る見

通しとなった時）においては、数値目標（2010年度比企6%以上）通り

の節電を要請する。

エ）管内における複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組む

ことも可能とする。
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②自家発電設備の導入支援

政府は、自家発電設備の活用を図るため、設備の増強や余剰電力の電

力会社への売電を行う事業者に対して、設備や燃料費の補助による支援を

行う。

③計画停電回避緊急調整プログラム

計画停電を含む停電を回避するため、①及び②に加え、北海道電力は

「計画停電回避緊急調整プログラム」を準備し、大規模な電源脱落等による

需給ひっ迫時にこれを発動する。

計画停電回避緊急調整プログラムの目標値は、過去最大級の電源脱落

(137万 kW）が発生する場合でも、①及び②と相まって、電力の安定供給に

最低限必要な予備率 3%以上を確保できるよう設定する。政府、北海道及

び北海道電力は、北海道電力管内の主な需要家に対し、計画停電回避緊

急調整プログラムの締結について協力を要請する。北海道電力は、計画停

電回避緊急調整プログラムの契約状況を公表する。

i ）期間
2013年 12月9日（月）～2014年 3月7日（金）（全日）

ii ）対象
北海道内の大口需要家（契約電力が 500kW以上）に協力を要請する。

iii）目標値
②と合わせて、実効ベースで 23万 kW以上の需要削減量を確保する。

④更なる需給ひっ迫時に備えた対策（緊急時ネガワット入札等）

過去最大級を上回る電源脱落の発生に備え、北海道電力は、①～③で

は対応できない大規模な電源脱落時の電力需要の削減のため、緊急時ネ

ガワット入札等の仕組みを整備する。

(3）情報提供等

①政府は、需要家の節電を促進するため、電力会社等と連携して、事業者及

び家庭向けに具体的な節電メニューを提示する。

②電力会社は、電力需給状況や予想電力需要についての情報発信を自ら行

うとともに、民間事業者等（携帯事業者やインターネット事業者等）への情報

提供を積極的に行う。

③上記の対策にもかかわらず、電力需給のひっ迫が予想される場合には、政

府は、「需給ひっ迫警報」を発出し、一層の節電を要請する。
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ト冬季の節電メニュ－l
い〈事 業 者の皆様〉｜
｜東北・東京・中部・北陸~ I 
h関西・中国・四国・九州I.J 

①今冬の節電へのご協力のお願い P.1 

②冬季の電力需要の特徴 P.3 

③業種別の節電メニューの例

． オフィスビル P.4 

卸・小売店（百貨店、ドラック、ストア等） P.7 

． 食品スーパー P.9 

医療機関（病院、診療所） P.11 

． ホテル・旅館 P.13 

． 飲食店（ファミレス、居酒屋等） P.15 

． 学校（小中高校） P.17 

． 製造業 P.19 

． 記載例 P.21 

④取組の例 P.22 

⑤冬季の節電に関する情報提供等 P.23 
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2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

事業者の皆様への節電のご協力のお願い

2013年度冬季の電力需給は、直近の経済成長の伸び、企業や家庭に
おける節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力管内でち安定
供給に最低限必要とされる予備率3%以上を確保できる見通しです。
他方、大規模な発電所のトラブルが発生した揚合、安定供給ができな
い可能性が懸怠されます。

政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力
をして参ります。安定的に電気を供給するため、大変なご迷惑をおか
けしますが、以下のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

・節電をお願いしだい期間・時間・節電目標

02013年度冬季の節電要請期間等

12月2日 （月〉から3月31日 〈月）までの平日 c12/30 12/31 . 1 /2及び1/3を除く〉
9:00-21 :00（九州は8:00-21:00) 

銀値目標なしの節電ι

※節電をお願いする期間 ・時間帯において、 無理のない範囲での節電をお願いします。
※鍛値目標なレの節電については、一つの目安として定着節電として見込まれている定着節電値を

参考としてください

.6.7.5弘 企3.0九 .6.4.1% 

・被災された地域の需要家の皆様ヘ
特に無理のない範囲でのご協力をお願い致します。
〈例えば、昼休みの消灯、使用していないエリアのこまめな消灯等〉

・寒冷地の需要家の皆様ヘ
暖房機器の節電に当たっては、特に無理のない範囲でのご協力をお願い致します。



2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

使用最大電力（kW）の抑制について

ピーク期間・時間帯において、それぞれの需要家の2010年度冬季の
使用最大電力（kW）の値を目安としだ基準からの節電をお願いしま
す。

関西電力管内の事業所Aの揚合く例＞

2011年1月11日の使用最大電力5,000kWであった関西電力管内における事業所A

が3.8%程度の節電を目指す揚合、 2013年度冬季における平日（12/30、12/31、
1/2及び1/3を除く） 9:00・21:00の時間帯は、使用最大電力 （kW）が、 4,810kW程
度となることを目指す。

使用最大電力
(kW) 

5,000kW 

4,810kW 

事業所Aの年2011年 1月11日
のロードカーブ（kW)

9:00 

（九小Mld:s:oo)

※九州地方1a日の出の時間が遅uι
朝の照明容により需要が高くなる傾向

9:00 

（参考）今冬の節電目安（使用最大電力KWの値）
（例〉今冬の目標： 4,810kWを超えないようにする

※関西電力管内における今冬の見込み節電値 企3. 8% 

節電を要請する時間帝
歩巨Eヨ

12:00 14:00 18:00 日苦
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冬季の電力需要の特徴

( 1）冬季の電力需要の特徴〈夏季との比較〉

①冬季のピークは、夏季（14時頃〉と異なり、 朝・タを中山に長時間となる傾向。
②夏季に比べ、夜の需要が下がりにくく、昼夜の差が小さい。

冬季と夏季の電力需要の特徴（イメージ〉
kW 

夏季

子一一一一一一一一一一一一一ーラI21:00 I 
節電をお願いしたい時間帯 .- I I 

※九州地方l草日の出のぬ簡が遅いだめ、
ti~の照明等により符妥治官くなる傾向

幽ー..

7:00 9:00 12:00 14:00 18:00 21:00 

(2）冬季の電力需要の特徴〈大口需要家・小口需要家・家庭別の需要構造〉

①大口・小口需要家の電力需要は、 特に朝10時頃から最大ヒークとなる傾向。
②家庭の電力需要は夕方から夜にかけて最大ピークとなる傾向。

冬季平日の電力の使われ方〈イメージ〉
kW 

〈大口〉
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〈家庭〉 ノ

〈小口〉
節電をお願いしたい時間帯

＊九州地方lct8の出の路間が遣い疋め、
D~の照明智により需要が湾〈なる傾向

7:00 9:00 12:00 14:00 18:00 21:00 3 



オフィスピル

・オフィスピルの電力消費の特徴

1目の雷気の便われ門 （冬季のピーク目〉

・電気による暖房を使用するオフィスピルにおいては、館内を暖めるため、午前中にピーク
となります。

図1：オフィスビル（事例〉における電力需要カーブのイメージ
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出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面 （例））

・電力消費のうち、空調用電力が約28%、照明が約33%、OA機器（／＼ソコン、コピー
機等）が約21%を占めます。

・これらで電力消費の約82%を占めるため、これらの分野における節電対策が効果的です。

エレベー
タ

冷蔵庫 7%「

1% I 
＼＼  

コピー機
6% 

プリンタJ

4% I 

FAX_i I 

1% I 

I¥ソコン
10% 

その他
10% 

空調、照明、
OA機器で
約82%空間

28% 

出典：資源エネルギー庁推計

図2：エアコン等の電気による暖房を中山とするオフィスビルにおける用途別電力消費比率

4 



オフィスビル
建物全体に対 実行

恒三型基本アクシヨンをお願いします ｜ する節電期果チ工ツク
ーー一一一－， r-ーーー可

照明

空調

OA 
御栂

・執務工リアの照明を半分程度間引きする。

・使用していないエリア〈会議室、廊下等〉は消灯を徹底する。

・テナントは空調のスイッチを切り、 オーナーはピル全体が適切な温度
になるように調整を行う等、適切な温度管理を行う（次項参照〉

－使用していないエリアは空調を停i上する。

・長時間席を離れるときは、 O A機器の電源を切るか、スタンパイモードにする。

8% 

3% 

4% 
c 3•c下げだl晶合〉

1% 

2% 

｜三盟主節電刻果が大きい以下のアクションち倹討してください ｜ 
・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転
によって外気取入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため〉 。

・夕方以降はブラインド、カーテンを閉め、暖気を逃がさないようにする。

空調 ・ 熱j原機（ガス熱源は隙＜） の温水出口の温度をI~めに設定し、熱源機ヒートポ
ンプ等の動力を削減する。

・空調機器の一斉の起動を避ける。 （運転時間前倒し、フロア毎の時間調整等）

4% 

1% 

1% 

4% 
い時間lilJ::の苅史｝

1~才ンスや日々の節電努力ちお願いします ｜ 

照明

空 調

コンセット
働力

その他

－ 昼休みなどは完全消灯を／~＼掛ける。

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やしED照明に交換する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LE D照明に交換した場合、約40%消費電力削減。 ）

・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉。

・電気室、サーバー室などで冷房を使っている揚合には、司能な限り冷房を使わすに
外気を取り入れる。 まだは、 空調設定温度がI~すぎないかを確認し、見直す。

・電気以外の方式（ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそれらを優先運転する。

・暖房と冷房の同時使用による室内混合煩失を避ける（次項参照）

－ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用レない。

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

－エアタオル等のプラグをコンセン トから掠く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、醤報発生時に予め決めておいだ節電苅策を実施する。

－コージェネレーション設備を所有している場合は、発電優先で運転する。

国主豆？テナントへの節電の啓発ち大事です ｜ 

節電
啓発

－ピル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門－テナントヘ理解と
協力を求める。 〈次項参照）

・節電担当者を決め、責任者（ピルオーナー・部門長）と関係全部門テナントが出席した
フ万ローアップ会議や節電パトロールを実施する。

・従業員やテナントに対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節篭如実は、建物全体の消費電力に対する節電車B架の想定割合のB安です．
－空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各々 の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により郊寮が璽復するちのがあるため、 単純に合計はできません。
・節電を意践しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理よ不適切なものとならないようご注意下さい。
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ビルオーナー・テナントの皆様へのお願い

・テナントの皆様へのお願い
之照明＞

オーナーとご相談頂き、ビル全体として滴度な明るきになるよう照明の間引きゃ照度の
盤王等の節電をお願い致レます。

＜空調＞
個別の空調のスイッチをオフにして下さい 〈オーナー側で空調を集中管理する揚合〉。

「19℃設定」にすると、 オーナーが管理するピル全体の暖房と相まって、自動的に冷房が起動する可能性があ
ります。 （下図参照〉

・ビルオーナーの皆様へのお願い
之照明＞
①労働安全衛生法上の照度基準の下限値（300ルクス〉を基本にビル全体で調整してい

だだくようお願い致します。 （例： 750ルクス→400ルクス〉
②ビル全体として適度な照度となるよう照明の間引きゃ照度の低下等、テナントの皆様

へのお声掛けをお願い致します。
＜空調＞
①可能な限り電気以外 （ガス・石油等〉を使用いただくととちに、特に窓際に設置され

ている空調機器〈ペリメータ一系〉を使用される揚合には、冷暖房同時運転による室
内混合損失を回避するため 〈下図参照〉 、建物全体が適切な温度 （19°C）になるよ
うペリメータ一系温度設定を室内中山部（インテリア系〉の空調温度設定より怪くす
る、午後に温度が上昇したらペリメータ一系のスイッチを切る等の対策をお願い致し
ます。注〉空調方式によって対策が異なりますので設備管理者とご相談下さい

②テナントの皆様には、不要な個別空調のスイッチをオフにしていただく等のお声掛け
をお願い致します。 （可能な揚合はオーナ一様で空調の集中管理をお願い致しま
す。〉

＜；負気＞
C02濃度を管理して頂き、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内C02濃度基準

(5,000ppm以下〉をベースとし、過度な換気による暖房効率の低下とならないようお願
い致します。

温
風

図室内混合損失のケース 〈例〉

，.ペリメータ系統
空調自慢g

¢1 

午後になり気温が上がると
冷房が自動的に起動し、

エネルギー効率が非常に悪
い状態が発生します。

6 



卸・小売店〈百貨店、ドラッグストア など〉

・卸・小売店の電力消費の特徴

1日の電気の便われ方 （冬季のピーク日）

・平均的な卸・小売店においては、昼間（8時～21時）に高い電力消費が続きます。

図1：卸・小売店〈事例）における電力需要カーブのイメージ

kW . , ... -....... _...... ..._ 

//,/ －－－；、二一、＼、、、
一般的な冬の
ロードカーブ

／ 

。 3 6 9 12 15 18 21 

出典：資源エネルギー庁推計

雷力消費の肉訳（冬季のピーク時断面（伺｜〕〕

・電力消費のうち、空調が約31%、照明が約36%、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケース等〉
が約12%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約79%を占めるため、これらの分野における節電苅策は
特に効果的です。

OA機器
5% 

冷蔵庫
4% 

ンヨー

ケース
8% 

その他
16% 

照明
36% 

空調、照明、
冷凍冷蔵で約79%

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な卸 ・小売店における用途別電力消費比率
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卸 ・小売店

I~亭本アクシヨンをお願いします
建物全体！こ対 実行
する節電期果 チェック

照明
・店舗の照明を半分程度間引きする。

・使用していない工リア〈事務室、休憩室等〕や不要な湯所（看板、外部照明、
駐車甥）の消灯を徹底する。

空調｜｜・ 暖房を使用する必要がある揚合、店舗の室内温度をI9℃とする。

冷凍

miS 
・業務用冷蔵庫の台芸員を限定、冷凍・冷蔵ジヨーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。

さらに節電効果が大きい以下のアクションち検討してください

10% 

3% 

1% 

E置 ・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠
運転によって外気IIJZり入れ畳を調整する（外気導入による負荷を減らす疋め）。 I 12% I口

メンァナンスや日々の節電努力ちお願いします

照明
・従来型蛍光灯を、高刻率蛍光灯やしED照明に交燥する。
〈従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LE D照明に交換した揚台、約40%消費電力削減。〉

・使用していないエリア（事務室、休憩室等〉は空調を停止する。

i. ' 

・室内温度が高い揚合は、冷房を使わす、司能な限り外気の導入で対応する。
1 ‘， s 

－フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉 。

空 調
・暖気を逃がさないよう、断熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

－搬入口やパックヤードの扉を必ず閉め、売揚への冷気流入を防止する。

・電気以外の方式 （ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそれらを優先運転する。

－調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

冷凍 ・冷凍 ・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、

冷蔵 定期的に清掃する。

・オープン型の冷凍 ・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなど
圭岳粛

・デモンス トレーション用の家電製昂などはできる限り電源をオフにする。

コンセント
－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

E闘力
・エアタオル等のプラグをコンセン トから抜く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

－デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

その他
－コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

団竺星会の節電の啓発も大事です ｜ 
・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。

節電 ｜｜ ・節電担当者を任命し、責任者（店長、部門長など）と関係全部門が出席したフ方ローアップ会議
嘗発 ｜｜ や節電パトロールを実施する。

・従業員に対して、家庭での節電の必要性 ・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電苅果は、建物全体の消費電力に対する節2;)(1}果の想定割合の目安です。
－空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各lマの建物の利用状況により削減簡は異なります。
・方策により羽黒が重復するものがあるため、単純に合計はできまぜA.,o
・節Z還を意搬しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理よ不適切なものとならないようご注意下さい。
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食品スーパー

・食昂スーパーの電力消費の特徴

1日の雷気の使われ円 （冬季のピーク白〕

・平均的な食品スーパーにおいては、営業時間帯（10時～21時〉に高い電力消費が続き
ます。

図1：食品スーパー（事例〉における電力需要カーブのイメージ

kW ／ヘ ／ー＼ ｜一般的な冬の
宅 、 ｜ロード力一ブ

,, I ~斗E司、 ＼＼／

。 3 6 9 12 15 18 21 

出典・資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面倒，，〕）

・電力消費のうち、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケース等〉で約45%、照明（一般照明、
ショーケース用照明〉が約31%を占めます。

・これらを合わぜると電力消費の約76%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

その他ι

22% ..... 

ショーケー

ス
36% 

ー一一一空調

照明
31% 

2% 

照明、
冷凍冷蔵で
約76%

／／冷蔵庫
9% 

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な食昆スーパーにおける用途別電力消費比率
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食晶スーパー

5つの基本アクションをお願いします

・店舗の照明を半分程度間引きする。

照明 ・使用していないエリア（事務室、 体憩室等）や不要な湯所（看板、外部照明、
駐車湯）の消灯を徹底する。

・暖房を使用する必要がある揚合、店舗の室内温度を19℃とする。

空調
・使用していないエリア（事務室、休憩室等〉は空調を停止する。

冷凍 ・業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、冷凍・ 冷蔵泊－'J－＂＇）..の消灯、凝縮器の洗浄

冷藍 を行う。
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メンァナンスや日々の節電努力もお願いします

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLE D照明に交換する。
〈従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形し ED照明に交燥しだ混合、約40%消費電力削減。〕

－室内のC02濃度の基準節目内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠
運転によって外気取り入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため）。

・暖気を逃がさないよう、断熱フィルム、厚手のカーテンなどを活用する。

－フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉 。

・室外機周辺の障害物を取り隙く。

－搬入口やパックヤードの扉を必ず閉め、売場への冷気流入を防比する。

・電気以外の方式 （ガス方式等）の空調熱源を保有している揚合はそれらを優先運転する。

・冷凍・冷蔵ショーケースの服込み口と吹出し口には商日を置かないようにすると共に、
ロー

・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。

－調理機器、業務用冷凍・冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

－温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

・工アタオル等のプラグをコンセントから披く。

・自動販売機の管理者の協力の下、 適切な温度設定等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、 警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

直塑うの節電の啓発ち大事です 一 ｜ 
・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

節電 ｜｜ ・節電担当者を決め、責任者（店長部門長）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や
普発 11 節電パトロールを実施する。

・従業員に対して、家庭での節電の必要性 ・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節.知県の想定割合の目安です。
－空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結束ですので、各lマの建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により刻果が重復するちのがあるため、単純に合計はできません。
・節S置を憲織しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理よ不適切なものとならないようご注意下さい。
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医療機関〈病院、診療所など〉

・・医療機関〈病院・診療所等〉の電力消費の特徴

1目の雷気の慢われ円 （冬季のピーク目）

・平均的な医療機関〈病院・診療所等〉においては、昼間（9時～18時〉に高い電力消費
が続きますの

図1：医療機関（事例）における電力需要カーブのイメージ
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出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面 （例））

・電力消費のうち、空調が約13%、照明が約52%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約65%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

その他

24% 

エレベー
タ

冷ぷ／，
LOA機器

照明
52% 

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な医療機関における用途別電力消費比率
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医療機関

｜三三笠本アクシヨンをお願いします
建物全体！こ苅 実行
する節電期果 テエッジ

照明

空調

・事務室の照明を半分程度間引きする。

・使用していないエリア （外来部門、診療部門の診療時間外〕は消灯を徹底する。

・病棟、外来、診療i:mr~ c倹査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定
を行う。

・使用していないエリア（外来、 診療部門等の診療時間外）は空調を停比する。

・夕方以降はブラインド、カーテンを閉め、眠気を逃がさないようにする。

3% 

3% 

1% 

1%未満

1%未満

己主すンスや日々の節電努力ちお願いします l 

照明

空調

コンセント
劃力

その他

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やしED照明に交復する。
〈従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。〉

・病棟では司能な限り天井照明を消灯し、スポッ ト照明を利用する。

－フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉 。

・搬入口の扉やパックヤードの扉を！射す閉め冷気流入を防止する。

・電気以外の方式 （ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそれらを優先運転する。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

・工アタオル等のプラグをコンセントから扱く。

・自動販売機の管理者の協力の下、 適切な温度設定等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電苅策を実施する。

－コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

住空竺理関係者への節電の啓発ち大事です ｜ 
・節電目標と具体策について、 職員全体に周知徹底し実施する。

節電 ｜｜ ・節電担当者を任命レ、 責任者（病院長・事務局長など）と関係全部門が出席したフォローアップ
瞥発 ｜｜ 会議や節電パトロールを定期的に実施する。

・医療機関関係者に対して、家庭での節電の必要性 ・方法について情報提供を行う。

※ご注意 . ~a献している節電車B寮は、建物全体の消費電力に対する節電知県の想定割合の目安です。
－空調については冨気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各lマの建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により刻果が霊復するものがあるため、単純に合計はできません。
・節iaを意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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ホテル・旅館

・ホテル・旅館の電力消費の特徴

1日の電気の使われ角 （冬季のピーク日〉

・ホテル・旅館においては、 23時以降の深夜～朝9時頃の夜間以外は高い電力消費が続きます。

図1：シティホテル〈事例〉における電力需要カーブのイメージ
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出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例）〉

・電力消費のうち、空調が約26%、照明が約32%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約58%を占めるため、これらの分野における節電苅策は
特に効果的です。

OA機器 炊飯器

1% 1% 

浄便座J

1% 

水搬送J
ポンプ
7% i¥ 照明

I 1 32% 
工レベー ｜ ‘ 

タ テレビlご冷歳庫

7% 2% 3% 出典：資源エネルギー庁推計

図2：電気による暖房を中山とするホテル・旅館における用途別電力消費比率

13 



ホテル ・旅館

・客室以外の工リアの照明を半分程度間引きする。

・使用していない工リア（会議室、宴会場等〉は空調を停止する。

建物全体に対 実行
する節電刻果 チェック

ーー幽一一「 rーーー「
14% 

1% 

~% 
(3'C下げた1晶合｝

l三竺基本アクシヨンをお願いします I 

照明

空調
・ロビー、廊下、事務室等の室内温度をI9°Cとする。

置盟理冒翠覇軍事軍軍彊慣E冨置Z産量量産宣漂誼軍軍軍量璽E・・・・・
困 仁一一一一 ｜ ・客室外気給気／浴室排気システムの揚合は、 10時～17時の送風量を50%風量、

または停止する。 口
口
中

恒三三すンスや日々の節電努力もお願いします ｜ 

照明

空調

コンセント
勘力

その他

・従来型蛍光灯を、高知率蛍光灯やしED照明に交換する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯文は直管形LED照明に交綴しだ傷合、約40%消費電力削減。 〕

・要会湯の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明〈シャンデリア等）は消灯する。

・宿泊客への協力要請を通じて、客室の照明を抑制する（使用していない照明の消灯等） p 

・厨房排気を確認し適正な風量に調節する（過大な揚合は外気を誘引してしまうため〉。

・車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。

・電気以外の方式（ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそれらを優先運転する。

・暖気を逃がさないよう、遮熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・宿泊客への協力要請を通じて、客室の空調を抑制する（温度設定を下げる等〉。

・客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。

・給湯循環ポンプの10時～17時（空室時）の流量削減または停止する（中央給湯方式）。

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふだを閉める。

・エアタオル等のプラグをコンセン トから披く．

・自動販売機の管理者の協力の下、 適切な温度設定等を行う。

・デマンド監視装置を導入し醤報発生時に予め決めておいた節電苅策を実施する。

－コージヱネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

｜従業員や宿泊客への節電の雷発ち大事です I 
－施設全体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底し実施する。

・節電担当者を任命し、責任者（支配人 ・部門長など）と関係全部門が出席したフォローアップ会議
節電 ｜｜ や節電パトロールを定期的に実施する。

啓発 ｜｜ ・館内での貼り紙などを通じて宿泊客へ節電を呼びかける。

・従業員に苅して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電刻禦は、建物全体の消費電力に対する節電刻果の想定割合のB安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各々 の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により刻寮が重復するちのがあるため、単純に合計はできません。
－節Z置を憲織しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なちのとならないようご注意下さい。
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飲食店〈ファミリーレストラン、居酒屋、ファーストフード店など〉

・飲食店の電力消費事例

1目の雲気の便われ角（冬季のピーク目）

・24時間型・昼型・夜型など営業種別により営業時間帯が異なり、外気温や入客状況に応
じて電力消費の状況が大きく異なります。

図1：飲食店における電力需要カーブの事例
24日寺院2室主

例）ファミリーレストランなど
’20 

，。。
00 

60 

•o 
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。
I 3 5 7 0 1 I 13 15 1 7 1 0 21 23  

！；！.周~忍~~
例〉ファーストフード店、 カフェなど
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，。。
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謬［~匁R穆Z歪星
例〉居酒屋など
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夜型
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。

。
I 3 5 7 9 ”13 1 5 ’7 I 9 2 1 23  

例〉レストランなど

’3 5 7 9 11 13 15 17 ’9 2’23 

出奥：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例〕）

・電力消費のうち、空調が約14%、照明が約25%、厨房機器等（給湯 ・冷蔵庫・ショー
ケース等〉で約47%を占めます。

－これらを合わせると電力消費の約86%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

OA機器
3°/c 

3『＼ その他
ンヨーヶーへ 11% 

ス
4% 

給湯ノ／

6% 

冷蔵庫
16% 

厨房
21% 

照明
25% 

空調、照明、
厨房機器等
で約86%

出典：資源エネルギー庁推計

図2：飲食店における用途別電力消費比率の事例

15 



飲食店

建物全体に苅 実行

出1 J 

する節電効果 チェック

10% I口
巨副｜

函

・使用していないエリア〈事務室等）や不要な揚所
〈看板、外部照明等〉の消灯を徹底し、
客席の照明を半分程度間引きする。

・店舗の室内温度をI9°Cとする。

・冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、
庫内の整理を行うととちに、温度調節等を実施する。

2% 

1%未満

恒吃すンスや日々の節電努力ちお願いします ｜ 

照明

空調

厨 房

コンセント
劃力

その他

－従来型蛍光灯を、高羽率蛍光灯やLED照明に交換する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交換した揚合、約40%消費電力削減。〉

－使用していない工リアは空調を停止する。

・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。

－暖気を逃がさないよう、断熱フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

－ハロゲンヒーターなど、電熱線系の暖房機器の利用を避ける。

・使用していない機器（調理機器など）のプラグを掻く。

・調理機器の設定温度の見直しを行う。

・業務用冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を倍減し、；令気流出防止ビニールカーテンを
設置する。

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふだを閉める。

－エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。

・デマンド監視装置を導入し、 醤報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

恒芸員への節電の啓発ーも大事です ｜ 
・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。

節電 ｜｜ ・節電担当者を決め、責任者（店長〉と関係全部門が出席レたフォローアップ会議
啓発 ｜｜ や節電パトロールを実施する。

－従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結束ですので、各lマの建物の利用状況により削減値は異なります。
・節iiを憲織レすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なちのとならないようご注意下さい。

16 



学校〈小中高〉

・学校〈小中高〉の電力消費の特徴

1日の電気の使われ角 （冬季のピーク白〕

・平均的な学校においては、日中 （9時～17時）に高い電力消費が続きます。

図1：公立小学校（事例〉における電力需要カーブのイメージ
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出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳 （冬季のピーク時断面（例〉）

・冬季においては、照明が約74%を占めています。

・教室部分に電気を使う暖房機器を設置していない揚合が多いため、照明の比率が高くなっ
ていますが、 電気を使う空調（エアコン等〉を設置している学校については空調の比率が
高くなることに留意が必要です。

OA機器『
4% I 

体育館照明J

9% 

空調
5% 

その他
17% 

照明
65% 

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な学校における用途別電力消費比率
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学校〈小中高〉

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLE D照明に交燥する。

照明
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直菅形LE D照明に交換した場合、約40%消費電力削減。）

・体育館等で使われる水銀ランプを、 セラミックメタルハライドランプに交換する。
水銀ランプをセラミックメタルハライドランプに受像した娼合、約50%消費電力削減。

・使用していないエリア （毅室、音楽室等）は空調を停止する。

・暖気を逃がさないよう、断然フィルム、夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

空 調 ｜｜・フィルターを定期的に清掃する く2週間に一度程度が目安〉。

コンセント
働力

その他

・特別教室（音楽室、 コンビュータ室等〉は連続利用する。

・電気以外の方式 （ガス方式等〉の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

－待機電力を削減する。 （特に冬体み中はパソコン、テレビ等のフラグをコンセントから
描くの〕

・献立や調理の工夫により食器等を減らして食器洗浄機を使用したり、熱風保管庫の使用
時間帯をシフ卜するなど、ピーク電力を抑制する工

・手洗い等、水の流レ放し、水の出しすぎに注意する。

・節水こま、泡沫水洗を使用する。

型開係者への節電の啓発ち大事です ｜ 
・児童・生徒等に対する節電教育を行い、 児童 ・生徒等の自発的な活動を推進する。

節電 日 ・節電担当者を決め、責任者（絞長先生等）と関係者が出席し疋フ才ローアップ会議や節電パト
瞥発 ｜｜ ロールを実施する。

・学校関係者に苅して、 家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載レている節包刻果は、建物全体の消費電力に対する節Oiilu.J果の想定割合の目安です．
－空調についてはE電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減箇は異なります。
・方策により刻集が重複するものがあるため、単純に合計はできまぜん。
－節S置を意識しすぎるあまり、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なちのとならないようご注意下さい．
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製造業

・製造業の電力消費の特徴

1日の雷気の慢われ7守（冬季のピーク日）

l昼間操業の需要家 （一般的な稼鵬 閏〉

"<:> d争＂＜：＞ "<:> "<:> .,_<:, .,_<:, .,_<:, .,_<:, .,_<:, 品 ＂＜：＞品品品品品品品 E品品品＂~ ＂~ 
＜：；＞＇..；＞＇九、 I>"'.,,....,.,.."(>'q;＞＇吋やひや οゃ，.，.. ，.，，.，，ぶやゲi令心。~~＂

：主な業種：j金属加工、自動車部品製造、
電気 ・一般機械製造（組立〉 なと

：負荷位備 ：生産機減、電気炉、空調 ・照明など

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面 （例））

（［ 昼夜連続操業の需要家 〈高い稼働時間〉

.. ~ ，＜§＞.ダ、e ~＜§＞ダd全ぐ§＞，.rf>,.r§>♂·，，＜§＞~＜§＞♂令、＜§＞，.. ＜§＞＂＇~＇ .. ~~~·t♂グ♂

：主な業種 ：食昂加工、 電気 ・半導体製造など

i負荷殴備 ：生産機減、 空調 ・照明、

クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備など

・電力消費のうち、生産設備が占める割合が高くなっていますが、生産活動に影響を与え
ないよう、一般設備を中山に節電に取り組んでください。

・生産工程や納期、必要な生産環境〈空調〉に応じて電力消費形態が異なります。

図：製造業の用途別電力消費比率事例
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製造業

液製造業は種別ごとに電力使用の形態が大きく異なるため、各設備ごとの節電率を記載していまま

I -7% I日
・使用側の圧力を見直すことによりコンブレッサの供給圧力を恒滅する。
節~効果：単機lこおける0.1MP＜ョi~減

・コンブレッサの吸気温度を怪滅する［設置燭所の室温と外気温を見合いする］。
節~刻栗：単韓基における服気濡度10℃低減

・負荷に応じてコンブレッサ・ポンプ・ファンの台数制御を行う。
（節m夏目黒ーコンブレッサ5台システムでピーク負荷60～80%の渇合）

・インパータ機能を持つポンプ・ファンの運転方法を見直す。
〈節電刻果 弁の開閉状態の確認・弱箆によりインパータ機能を活用レ全圧が80%となった甥合）

・冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機 ・ヒートポンプ等の動力を削減
する。 （節電刻果．利用側の状況を確認しながら7℃－9℃ヘ変更した燭合〉

%
一
%
一
%
一
%
一
%

8

2

一9
一5

目

8

af
，
 

〈楽〉 生産活動への実質的な影響が 少ない一般設備を中山とした節電をお願いいたし ま す。

｜二盤翠償 （照明 ・空 調）の 節電 メニュー 〈※〉 ｜ 

空調

－使用していないエリアは消灯を徹底する。

・白熱灯を電球形蛍光ランプやLED照明に交換する。
（節ti刻果：白熱灯60W→①電球形蛍光ランプ、 ②しED照明、に交換しだ燭合〉

・工甥内の温度を19℃とする。
（節tiiu.l果：：室内温度E安定を3℃下げた燭合） 27% 

・外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を恒滅する。 11 34% 
（節iltiu.l果．換気ファンの間欠運阪または停.Ltにより30%導入量をi~減した燭合〉

その他の節電 メニュー

・デマンド監視装置を導入し、醤報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。

その他
・設備 ・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを倍滅する。

・節電担当者を決め、責任者（社長・工場長〉と関係全部門が出席したフォローアップ

節 電 会議や節電パトロールを実施する。

啓発 ・従業員に苅して、家庭での節電の必要性 ・方法について情報提供を行う。 口

稼働 11 ・事務作業等の時聞を調整し、 電力ピークをシフトする。
シフト 11,

・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づく操業シフト。

門
門
口

※ご注意 ・記載している節電車B集は、繊械・設備毎の消費電力に対する節電車B栗の想定割合の目安です
そのため、松備内容や利用状況等によって刻果は異なる型車合があります。

・空調については電気式空調を想定しています。
・節mを窓織しすぎるあまり、保健衛生上、 安全上及び管理上不適切なちのとならないようご注意下さい。
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記載例 （参考）

自社の実状に応じてアレンジして下さい。

照明
・執務エリアの照明奇ザ

・使用レていないエリア 〈会議室、廊下等）は消灯を徹底する。

・テナント・オーナーによる適切な空調の使用（次項参照〉。
空調

・使用していないエリアは空調を停止する。

・長時間席を離れるときは、 OA機器の電源を切るか、スタンパイモードにする。

｜三~＇＿~電効果が大き叫下りアクションち選択して下さい ｜ 

空調

・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転
によって外気取入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため） 。

・夕方以降はブラインド、カーテンを閉め、暖気を逃がさないようにする。

・冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動力
を削減する（セントラル式空調の湯合〉 。

・空調機器のピークシフトを行う。

4% II口
回

1 11口
4% II口

メンテナンスや日々の節電のお願い

・ 屋体みなどは完全消灯をI~＼掛ける。

r：！~!u~炉型語黙付恕J封主交接する。i
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した甥台、

回
目照明

空調

・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が「

・電気室、サーパ一室l 自社の実状に応じてフォーマットの苅策・数値を

・室外機周辺の障害物：アレンジしていただいて結構です。

./ 

./ 

本計画に盛り込む節電メニューを選びましょう〈〆〉。
※基本アクションはできるだけ盛り込みましょう。
※実施できないメニューを盛り込む必要はありません。
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今冬の節電見込み値〈企1.4%～企7.5%）以上を目指した
節電の取組側

－執務エリアの照明を半分程度間引き ....  8%  

・設定温度を19°Cfこするなど、適切な空調利用を徹底 .... 4%  

＝合計 .＆12%

ドラ ッ グスト叩売問合 J 
－店舗の照明を1/4程度間引き

．空調の設定温度を19°Cfこ

・店舗の照明を1/4程度間引き

・業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、
冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、
凝縮器の洗浄

企 5% (=.&.10%×1/2) 

企 8%

合計 企13%

• 5%  

企 6%

合計 企11%

［シ吋レ同旅…合 ］ 
・客室以外の照明を半分程度間引き .&14% 

・教室、職員室、廊下等の照明を3割程度間引きする ・・・ 企11%

（＝企15%×3/4)
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冬の節電＜「でんき予報」と緊急時のお願い＞

『でんき予報』のご案内

でんき予報が、オレンジ・赤となった場合には、一層の節電にご協力をお願い致します。

書館技量 た
況

し
技

定
結

安
情

自
国

やや厳しい
情鎗状況 日議長い

使用率 92%以下
92%超過

～95%以下
95%超過
～97%以下

97%超過

（九州電力の例）

緊急時の一層の節電のお願い

l51SllWtJ下 気温の急激な値下や、発電所のトラブル停止などにより、
需給ひっ迫が想定される揚合には、停電回避のため、
政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く揚合があります。

向
幽
一
門
V

前日夕方～

－需給ひっ迫警報の発令
・T¥人ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール
の宛先（最終ページ）等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

－需給ひっ迫警報の発令
・T¥人ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール
の宛先（最終ページ）等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

・3

※状況に応じて運用の変更があり得ます。

需給のひっ迫による停電等を回避



冬の節電＜節電・電力需給に関する情報等＞

Webサイトでの情報紹介

政府の節電ポータルサイト「節電.gojpJ

htto:/ I setsuden.定o.io

経済産業省ホームページ

htto://www.meti.go.io/setsuden/index.html 

『需給ひっ迫お知らせサービス』

万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、携帯電話・スマートフォンに、お知

らせします。ぜひ、ご登録をお願いいたします。

〔携帯電話〕

右のQRコード、またはhttp://touroku.setsuden.箆o.ioにアクセス

〔スマートフォン〕

“App Store”または“GooglePlay”にアクセスし、“節電アクション”で検索

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの受録商標です。
※App Store！ま、米国およびその他の国々 で登録されたAppleInc.の商標または登録商標です。
※Google、G。oglePlaylま、GoogleInc.の商機またはff録商機です。

節電・省エネに関する出張説明会など

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催する節
電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する「無料講師

派遣」を実施しています。また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ
診断を行う「無料節電診断J「無料省エネ診断Jも実施しています。

対象事業者・申込方法等は、節電・省エネ診断等に関するポータルサイトをご確
認ください。

htto:/ /www.shindan-net.io/ 

節電・電力需給に関するお問い合せ

経済産業省 03-3501-1511（代表） 24 



冬季の節電メニュー
〈事業者の皆様〉｜

①今冬の節電へのご協力のお願い P.1 

②冬季の電力需要の特徴 P.3 

③業種別の節電メニューの例

． オフィスビル P.4 

． 卸・小売店（百貨店、ドラッグストアなど） P.7 

． 食品スーパー P.9 

． 医療機関（病院、診療所など） P.11 

． ホテル・旅館 P.13 

． 飲食店（ファミレス、居酒屋など） P.15 

． 学校（小中高） P.17 

． 製造業 P.19 

． 記載例 P.21 

④取組の例 P.22 

⑤冬季の節電に関する情報提供等 P.23 

平
経

成 2 5 年
済産

1 1月
業省



2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

事業者の皆様への節電のご協力のお願い

2013年度冬季の電力需給は、直近の経済成長の伸び、企業や家庭
における節電の定着などを織り込んだ上で、北海道電力管内でち安
定供給に最倍限必要とされる予備率3%以上を確保できる見通しで
す。他方、大規模な発電所のトラブルが発生しだ揚合、安定供給が
できない可能性が懸怠されます。
政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努

力をして参ります。冬の寒さが厳しい北海道において、安定的に電
気を供給するため、大変なご迷惑をおかけしますが、以下のとおり
節電のご協力をお願い申し上げます。

節電をお願いしたい期間・時間・節電目標

02010度比企6%以上の数値目標を伴う節電につきましては、
以下の期間・時間帯においてご協力をお願いします。

12月9日〈月〉～ 3月7日〈金） 16:00～21:00 

0上記の期間・時間帯を除く12月2日〈月〉～3月31日〈月〉の8:00
～21:00においても、数値目標を伴わない節電をお願いします。

12/2 12/6 I 12/9 

8:00-21:00 
敵値目織なレの節．

8:00-16:00 
I!値目棚なレの節・

※土日・休日及び年末年始（12/30～1/3）を除きます。

317 I 3/1 o 3/31 

8:00-21:00 
叡値目織なしの節電

※北海道電力管内にて節電をお願いする期間・時間帯において、それぞれの需要家の2010
年度の使用最大電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。

※数値目標なしの節電については、一つの目安として定着節電として男込まれている2010
年度比企4.1%を参考として下さい。

※気温の低下、降雪時などは、 需要が増大する可能性があり、特に節電に取り組んでいた
だくことが重要です。



冬季の電力需要の特徴

・冬季の電力需要の特徴について
冬の北海道における電気の総需要は、 終日にわたりほぼ一定の高さで推移

することが特徴となっています。このため、冬季の節電においては使用時間
帯等の変更ではなく、使用の抑制によるご協力を中山にお願いいたします。

kW 

，』，
a回・』A

冬季平日の電力の使われ方〈イメージ〉

2013/12/9～2014/3/7の平日 （12/30、
12/31, 1/2及び1/3を除く）のこの時間帯は
£6%以上の節電にご協力をお願いします

8 16 

※各用途別ロードカーブはモデルであり、合計は総需要と一致しません

21 

0 暖房機器の節電に際しては、体調管理に十分気をつけていただき、
無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。

0 ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器の節電に
際しては、路面凍結や落雪による事故にご注意下さい。

0 凍結防止用等のヒーターにおける節電に際しては、設備故障などの
トラブルに繋がらないよう、十分にご検討願います。

日苦

2 



2013年度冬季の節電へのご協力のお願い〈鍛値目標他きの節電〉

・使用最大電力（kW）の抑制について
2013年12月9目～2014年3月7日の平日 （12/30、12/31、1/2及び1/3を除く〉の16

8寺～21日寺については、ピーク期間・時間帯において、それぞれの需要家の2010年
度冬季の使用最大電力 （kW）の値を目安とした基準から.£.6%以上の節電をお願
いします。

2010年度冬季（2010/12/1～2011/3/31）の16:00・21:00の時間帯においては、使用最大電力が
1,000kWであった事業所Aの揚合、 2010年度比企6%以上の節電により、使用最大電力 （kW)

が、940kWを超えないよう節電へのご協力をお願いします。
また、この時間帯以外についても司能な限りの節電にご協力をお願いします。

使用最大S電力
(kW) 

l,OOOkW 

事業所Aの20111f1月11日 （火）
のロードカーブ（kW)

『 ..c::コF

この時間帯についても、現
在定着している節電の取組
が、無理のない形で確実に
行われるよう、節電にご協
力をお願いします。

l今冬の節電目標（使用最大電力KWの値〉

『 ....r--1--

この時間宇野についてち可］｜
目能な範囲での節電にご協

I C例〉今冬の目標： 940kWを超えないようにする の時間帯についてち司
な範囲での節電にご協
をお願いします

｜カをお願いします

16:00 21:00 。奇

節電により、病院や鉄道等のライフライン等の機能の維持に支障が出る揚合
には、機能維持への支障が生じない範囲で自主的に目標を設定して節電をお願
いします。

・生産活動への配慮について

電源脱落がない平時においては、予備率3%以上を確保できる見通しであるこ
とを踏まえ、生産活動等 （農業、観光等を含む。〉 について、実質的な影響力T生
じない範囲で自主的な目標を設定して節電をお願いします。但し、需給ひっ迫時
（予備率が3%を下回る見通しとなった時〉においては、数値目標 （2010年度比
.£.6%以上〉通りの節電をお願いします。

3 



オフィスピル

・オフィスピルの電力消費の特徴

1白の電気の便われ円（冬季のピーク目）

・平均的なオフィスビルにおいては、日中（9時～I8時）に高い電力消費が続きます。

図1：オフィスピル（事例）における電力需要力一ブのイメージ

kW 

0 3 6 9 12 15 18 2鳩
出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面 （例））

・非電気式空調の揚合、 電力消費のうち、照明が約42%. OA機器〈パソコン、コピー機
等）が約29%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約71%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

で
F

コ

明
器
内
M

府
機

T

F
E

へ4
h
u．
4

，r
G
市。

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率
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オフィスビル

・使用していないエリア（会議室、廊下等〉は消灯を徹底する。

・長時間席を離れるときはOA機器の電源を切るか、スタンパイモードにする。

メンァナンスや日々の節電努力ちお願いします

・ 屋体みなどは完全消灯をI~＼掛ける。

照明 ・従来型蛍光灯を、高知率蛍光灯やしED照明に交燥する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。）

－ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用しない。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

コンセント
・電気式給j号機、給茶器、 エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。

" 

鋤力
・自動販売機の管理者の協力の下、 適切な温度設定等を行う。

・ロードヒーテイングやルーフヒーティング等の散雷用機鰭は積雪状況に応じて手勘による
制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。

・テナントは個別の空調のスイッチを切り、ピルオーナーはピル全体が適切な
温度になるように調整を行うなど、適切な温度管理を行う。 （次項参照）

・使用していないエリアは空調を停止する。

・室内のC02濃度の基準範囲内で、 1集気ファンの一定時間の停止、または間欠運転
によって外気取入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため〕。

・夕方以降はブラインド、カーテンを締め、暖気を逃がさないようにする。

・熱j原機（ガス.；白熱j原は除く〉の温水出口温度を倍めに設定し、熱j原機ヒートポンプ

空調
等の動力を削減する。

・空調機の一斉の起動を避ける。 （運転時間前倒し、フロアごとの時間調整等〉

－フィルターを定期的に清掃する。 (2週間に一度程度が目安〉

・2電気室、サーパ一室などで冷房を使っている甥合には、可能な限り冷房を使わすに外気を取り入れる。
または、空調設定温度がfgすぎないかを確認し、見直す。

－暖房と冷房の同時使用による室内混合を避ける。 （次項参照〉

・電気以外の方式（ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそちらを優先運転する。

・デマンド監視装置を導入レ、 醤報発生時に予め決めておいだ節電苅策を実施する。

その他 ・コージェネレーション設備を所有している揚合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約〈料金インセンティブ）に基づくピーク調整、 自家用発電機の活用等。

従業員やァナントへの節電の啓発ち大事です

－ピル全体の節電目標と具体的アクシヨンについて、 関係全部門－テナントヘ理解と
協力を求める。 〈次項参照〕

節電 ｜｜ ・節電担当者を決め、責任者 （ピルオーナー部門長）と関係全部門テナントが出席しだ
啓発 ｜｜ フ才ローアップ会議や節電パトロールを実施する。

・従業員やテナントに対して、家庭での節電の！脳要性 ・方法について情報提供を行う。

E十
※ご注意 ・記載している節電刻寮let、建物全体の消費電力に対する節電刻果の想定創合の目安です。

・非電気式空調における節電刻果は僅かですが、適切な稼動抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各lマの建物の利用状況により削減値は異なります．
－方策により5目黒が重復するものがあるため、単純に合計はできまぜん。

｜ %｜ 

－節Z置を意践しすぎるあまり、保健衛生よ、安全上及び管理よ不適切なものとならないようご注意下さい。 5 



ビルオーナー・テナントの皆僚へのお願い

・テナントの皆織へのお願い
＜照明＞

ビルオーナーとご相談頂き、ビル全体として適度な明るさになるよう照明の間引きゃ照
度の低下等の節電をお願い致します。

＜空調＞
個別の空調のスイッチをオフにして下さい （ピルオーナー側で空調を集中管理する揚合〉。

「19℃設定Jにすると、ピルオーナーが管理するピル全体の暖房と相まって、自動的に冷房が起動する司能性
があります。 （下図参照〉

・ピルオーナーの皆綴へのお願い
＜照明＞
①労働安全衛生法上の照度基準の下限値 （300ルクス〉を基本にビル全体で調整してい

ただくようお願い致します。 （例：・750ルクス→400ルクス〉
②ビル全体として適度な照度となるよう照明の間引きゃ照度の低下等、テナントの皆様

へのお声掛けをお願い致します。
＜空調＞
①可能な限り電気以外 （ガス・石油等〉を使用いだだくととちに、特に窓際に設置され

ている空調機器 （ペリメータ一系〉を使用される揚合には、冷暖房同時運転による室
内混合損失を回避するため（下図参照〉 、建物全体が適切な温度（19°C）になるよ
うペリメータ一系温度設定を室内中山部 〈インテリア系〉の空調温度設定より低くす
る、午後に温度が上昇したらペリメータ一系のスイッチを切る等の苅策をお願い致し
ます。注〉空調方式によって対策が異なりますので設備管理者とご相談下さい。

②テナントの皆僚には、不要な個別空調のスイッチをオフにしていただく等のお声掛け
をお願い致します。 〈可能な揚合は、ビルオーナー様で空調の集中管理をお願い致し
ます。〉

＜換気＞
C02濃度を管理して頂き、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内C02濃度基準

(5,000ppm以下〉をベースとし、過度な換気による暖房効率の低下とならないようお願
い致します。

温
風

図室内混合損失のケース 〈例〉

，.ペリメータ系統
空調後a

：コ

午後になり気温が上がると
冷房が自動的に起動し、

エネルギー刻率が非常に悪
い状態が発生します。
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卸・小売店（百貨店、ドラックストア など〉

・卸・小売店の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク目）

・平均的な卸・小売店においては、昼間（8時～21時）に高い電力消費が続きます。

図1: ffP・小売店（事例〉における電力需要カーブのイメージ

kW 

0 3 6 9 12 15 18 21 時
出奥：資源エネルギー庁推計

電力消費の肉訳 （冬季のピーク時断面 （i§JJ) ) 

・非電気式空調の揚合、電力消費のうち、照明が約48%、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケー
ス等〉が約16%を占めます。

－これらを合わせると電力消費の約64%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

目
一
肌
ぬ

担
冷
出

E
川
凍
山
川

品
川

i
a

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な卸・小売店における用途別電力消費比率
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卸・小売店

建物全体に 実行

恒三竺号本アクシヨンをお願いします ｜ 対する節電抽果チ工ツク

照明

冷凍
冷蔵

・店舗の照明を半分程度間引きする。

・使用していない工リア（事務室、体憩室等）や不要な湯所〈看板、外部照明、
駐車場）の消灯を徹底する。

・業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍－冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の
洗浄を行う。

19% 

4% 

2% 

メンァナンスや日々の節電努力もお願いします

照明
・従来型蛍光灯を、高刻率蛍光灯やしED照明に交換する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形し ED照明に交換した湯合、約40%消費電力削減。〕

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

冷凍 ・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共！」、

冷蔵 定期的に清掃する。
・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようピ一一ルカーァンなど
手手詔置する

・デモンストレーション用の家電製品などはできる限り電源をオフにする。

－温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

コンセント
動力

・電気式給j易機、給茶器、 エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

－ロードヒーティングやルーフヒーテインク等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による
ヨ 制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する．

・店舗の室内温度を19℃とする。

－室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠
運転によって外気取り入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため）。

－使用していないエリア〈事務室、休憩室等〉は空調を停止する。

空調 －フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉。

－眠気を逃がさないよう窓には断然フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・搬入口やパックヤードの扉を!0す閉め、売揚の冷気流入を防止する。

・電気以外の万式（ガス方式等〉の空調熱源を保有しているI君合はそちらを優先運転する。

－デマンド監視装置を導入し、 醤報発生時に予め決めておいだ節電対策を実施する。

その他 －コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

従業員への節電の啓発ち大事です
一一一一一 ← 

・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、 従業員へ理解と協力を求める。

節電 ｜｜ ・節電担当者を任命し、責任者（店長、部門長など）と関係全部門が出席しだフォローアップ会議
啓発 ｜｜ や節電パトロールを実施する。

・従業員に苅して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

！ 合 計 ｜ ｜%｜ 
※ご注意 ・記載レている節電刻果は、建物全体の消費電力に対する節電刻果の想定割合の目安です．

－非電気式空調における節ii紛果は僅かですが、適切な稼勘抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
・一定の条件の元での鼠算結集ですので、各I司の建物の利用状況により削減値は異なります．
・方策により妨果が重複するものがあるため、単純に合計はできません．
・節電を意搬しすぎるあまり、保健衛生上、安全よ及び管理よ不適切なちのとならないようご注意下さい。 8 



食昂スーパー

・食昂スーパーの電力消費の特徴

1日の電気の便われ方（冬季のピーク日〉

・平均的な食品スーパーにおいては、営業時間帯 （10時～21時）に高い電力消費が続き
ます。

図1：食品スーパー （事例〉における電力需要力一ブのイメージ

kW 

0 3 6 9 12 15 18 21 時
出奥．資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳 （冬季のピーク時断面 （停｜｜））

・非電気式空調の揚合、電力消費のうち、照明が約30%、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケー
ス等〉が約45%を占めます。

－これらを合わせると電力消費の約75%を占めるため、これらの分野における節電苅策は
特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補朗的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

空調 5%

出奥：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な食品スーパーにおける用途別電力消費比率
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食昂スーパー

建物全体に 実行
対する節電期果チ工ツク

照明

・店舗の照明を半分程度間引きずる。

・使用していない工リア〈事務室、休憩室等）や不要な甥所〈看板、外部照明、
駐車湯〉の消灯を徹底する。

・業務用冷凍 ・冷蔵庫の台鍛を限定、冷凍 ・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の
洗浄を行う。

12% 

3% 

6% 

メンァナンスや日々の節電努力もお願いします

照明
・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やしED照明に交燥する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交換した揚合、約40%消費電力削減。 ）

・冷凍 ・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商昂を置かないようにすると共に、

定期的に清掃する。
冷凍

・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。冷蔵

・調理機器、業務用冷凍・冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はt.5＼疋を閉める。

・電気式給j易機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。
コンセント

劃力 ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・ロードヒーティングやルーフヒーテイング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手酌｜こよる
円
目 E 制御を行う等により、可能な限り不要な運騒を卵制する。

・店舗の室内温度を19°Cとする。

－使用していないエリア 〈事務室、休憩室等）は空調を停止する。

・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠
運転によって外気取り入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため）。

空 調 ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・フィルターを定期的に清掃する （2週間に一度程度が目安〉 。

・室外機周辺の障害物を取り除く。

－搬入口やパックヤードの扉を必ず閉め、売揚への；令気流入を防止する。

・電気以外の方式（ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそちらを寵先運転する。

・デマンド監視装置を導入し、 笹報発生時に予め決めておいた節電苅策を実施する。

その他 ・コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約 （料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

出塑会の節電の啓発型大事です 一 一 ｜ 
・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

節電 11 ・節電担当者を決め、 責任者 〈店長・部門長）と関係全部門が出席しだフォローアップ会議や
啓発 ｜｜ 節電パトロールを実施する。

・従業員に苅して、家庭での節電の必要性 ・方法について情報提供を行う。
＇－－－・ E・－・E・－

｜%｜ 
※ご注意 ・記載している節篭刻果は、建物全体の消費電力に対する節電羽黒の想定勧合の目安です。

・非.気式空調における節電鈎寮は僅かですが、適切な寝室勤抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各々 の建物の利用状況により削減値は異なります．
－方策により刻果が重復するものがあるため、単純に合計はできまぜん。
・節電を意織しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。 10 



医療機関〈病院、診療所など〉

・医療機関〈病院・診療所等〉の電力消費の特徴

1日の電気の使われ角 （冬季のピーク白〕

・平均的な医療機関（病院・診療所等〉においては、日中（9時～18時）に高い電力消費
が続きます。

図1：医療機関〈事例〉における電力需要カーブのイメージ

kW 

0 3 6 9 12 15 18 21 時

出奥：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例） 〉

・非電気式空調の揚合、 電力消費のうち、照明が約58%を占めます。
・したがって、照明に関する節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補間的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

出奥：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な医療機関における用途別電力消費比率
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医療機関

建物全体に 実行
対する節電刻果 チェック

・使用していない工リア（外来部門、診療部門の診療時間外〉は消灯を徹底する。 ｜羽目
メンァナンスや日々の節電努力もお願いします

・従来型蛍光灯を、高羽率蛍光灯やしED照明に交換する。

照明
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した渇合、約40%消費電力削減。）

・病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。

コンセント ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふだを閉める。

Ill力
－電気式給湯機、給茶器、 エアタオル等のプラグをコンセントから描く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

－ロードヒーテイングやルーフヒーティング等の融雪用機密は積雪状況に応じて手劃による
制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。

・病棟、外来、診療部門 〈倹査、 手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定
を行う。

・使用していなし1工リア（外来、お療昔日門等の診療時間外）は空調を停止する。

－夕方以降はブラインド、カーテンを締め、暖気を逃がさないようにする。

空調
－フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安〉。

・搬入口の扉やパックヤードの扉を必ず閉め冷気流入を防止する。

・電気以外の方式 （ガス方式等）の空調熱源を保有している揚合はそちらを優先運転する。

・デマンド監視装置を導入し、 醤報発生時に予め決めておいた節電苅策を実施する。

その他 －コージ工ネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約（料金インセンティブ〕に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

I~竺塑関係者への節電の啓発ち大事です ｜ 
・節電目標と具体策について、蹴員全体に周知徹底し実施する。

・節電担当者を任命し、責任者（病院長 ・事務局長など）と関係全部門が出席したフォローアップ
会議や節電パトロールを定期的に実施する。

・医療機関関係者に苅して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電妨果は、建物全体の消費電力に対する節電刻果の想定割合の目安です。
・非電気式空調における節電苅寮は僅かですが、適切な穆動抑制は使用燃料等の省エネに繁がります。
・一定の条件の元での試算結集ですので、各々 の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により羽黒が重複するものがあるため、単純に合計はできまぜん。

｜%｜ 

・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生よ、安全上及び管理上不適切なちのとならないようご注意下さい。
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ホテル・旅館

・ホテル・旅館の電力消費の特徴

1日の電気の使われ角 （冬季のピーク日〉

・ホテル・旅館においては、 23時以降の深夜～朝9時頃以外は、高い電力消費が続きます。

図1：シティホテル（事例〉における電力需要カーブのイメージ

kW 

。3 6 9 12 15 18 21 時

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳 （冬季のピーク時断面 （例））

・非電気式空調の揚合、電力消費のうち、照明が約41%を占めます。
・したがって、照明に関する節電苅策は特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補間的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的なホテル・旅館における用途別電力消費比率
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ホテル・旅館
建物全体に 実行

対する節電期果チ工ツク

I 17% I口・客室以外のエリアの照明を半分程度間引きする。

メンァナンスや日々の節電努力もお願いします
・従来型蛍光灯を、高知率蛍光灯やしED照明に交換する。
〈従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直宮形LE D照明に交換した揚合、約40%消費電力削減。）

照明 ・室会館の準備、 片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明（シャンデリア等）は消灯する。

・宿泊客への協力要請を通じて、客室の照明を抑制する （使用していない照明の消灯等〉。

・客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。

・給湯循環ポンプにおいて、 10時～17時（空室時）の流置を削減または停i上を行う 〈中央給湯方式〉。

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。
コンセント

量自力 ・電気式給j易機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・ロードヒーテインクやルーフヒーテインク等の融雪用機告書は積曾状況に応じて手勧による
制御を行う等により、可能な限り不要な運慌を抑制する。

・使用していない工リア （会議室、宴会場等〉は空調を停止する。

－ロビー、廊下、事務室等の室内温度をI9℃とする。

・客室外気給気／浴室排気システムの場合は、 10時～17時の送風量を50%風量に設定、
または停止する。

空 調 ・厨房排気を確認し適正な風量に調節する（過大な揚合は外気を誘引してしまうため〉。

・車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。

・電気以外の方式（ガス方式等〉の空調熱源を保有している揚合はそちらを優先運転する。

・暖気を逃がさないよう窓には断黙フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

－宿泊客への協力要請を通じて、客室の空調を抑制する〈温度設定を下げる等〉。

・デマンド監視装置を導入し、 醤報発生時に予め決めておいた節電苅策を実施する。

その他 ・コージェネレーション設備を設置している揚合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づく自家用発電機の活用等。

団主豆？宿泊客への節電の啓発ち大事です ｜ 
・施設主体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底し実施する。

・節電担当者を圧命し、責任者（支配人・部門長など）と関係全部門が出席したフォローアップ会議
節電 ｜｜ や節電パトロールを定期的に実施する。

瞥発 ｜｜． 館内での貼り紙などを通じて宿泊客へ節電を呼びかける。

・従業員に対して、家庭での節電の！必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電刻果は、建物全体の消費電力に対する節電如実の想定割合の目安です。
・非~気式空調における節電刻果は僅かですが、適切な稼動抑制let使用燃料等の省エネに繋がります。
・一定の条件の元での鼠算結果ですので、各々 の建物の利用状況により削減績は異なります．
－方策により初果が重復するちのがあるため、単純に合計はできません。

｜%｜ 

・節2置を意搬しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注憲下さい。
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飲食店 〈ファミリーレストラン、居酒屋、ファーストフード店など）

・飲食店の電力消費事例

1日の電気の便われ角 （冬季のピーク日）

・24時間型・昼型・夜型など営業種別により営業時間帯が異なり、外気温や入客状況に応
じて電力消費の状況が大きく異なります。

図1：飲食店における電力需要カーブの事例
24時間型

例〉ファミリーレストランなど
kW 

I I I I I I I I 

0 3 6 9 12 15 18 21 時

朝～夜型
例〉ファーストフード店、力フェなど

kW 

I I I I I I I I 

0 3 6 9 12 15 18 21 時

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面 （例））

夜～深夜型

kW 
倒〉居酒屋など

八／－－ー＼
I I I I I I I 

0 3 6 9 12 15 18 21 時

夜型
例〉レストランなど

kW 

八ハ
l I 』 I I I ’ l 

0 3 6 9 12 15 18 21 時

出典・資源エネルギー庁推計

・非電気式空調の揚合、電力消費のうち、照明が約28%、厨房機器等（給湯・冷蔵庫 ・
ショーケース等〉が約54%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約82%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

※電気式空調の揚合は、空調への節電対策ち大きな効果となります。
※補問的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

厨房機器
54% 

照明
厨房機器等
で約82%

出典：資源エネルギー庁推計

図2：飲食店における用途別電力消費比率の事例
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飲食店

※飲食店は営業形態ごとに電力使用の形態が大きく異なるため、各設構ごとの節電率を記載しています。

国型よび空調での基本アクションをお願いします ｜ 設備毎の 実行
節電刻果 チェック

照明

厨 房

・使用していないエリア（事務室等）や不要な揚所（看板、外部照明等〉
の消灯を徹底し、客席の照明を半分程度間引きする。

・冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、庫内の整理を行うとともに、温度
調節等を実施する。

40% 

3% 

恒三すンスや日々の節電努力ちお願いします ｜ 

照明

厨房

コンセント
劃力

空 調

その他

・従来型蛍光灯を、高知率蛍光灯やしED照明に交換する。
〈従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交燥した場合、約40%消費電力削減。〉

・使用レていない機器（調理機器など）のプラグを抜く。

・調理機器の設定温度の見直しを行う。

・業務用冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を倍減し、 ；令気流出防止ビニールカーテンを
設置する。

・温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

・電気式給j易機、給茶器、 エアタオル等のプラグをコンセントから扱く。

－ロードヒーテインクやルーフヒーテインク等の融雪用機器は積雪状況に応じて
手動による制御を行う等により、 可能な限り不要な運転を抑制する。

－店舗の室内温度を19°Cとする。

・使用していないエリアは空調を停止する。

・フィルターを定期的に清掃する （2週間に一度程度が目安〉。

・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

－ハロゲンヒーターなど、電熱線系の暖房機器の利用を避ける。

・デマンド監視装置を導入レ、 警報発生時に予め決めておいだ節電苅策を実施する。

四塑（の節電の啓発ち大事です 一一 ｜
・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。

節電 ｜｜ ・節電担当者を決め、 責任者〈店長〉と関係全部門が出席したフォローアップ会議
啓発 ｜｜ や節電パトロールを実施する。

・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・非電気式空調における節電刻果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
・一定の条件の元での獄算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値Id:異なります。
・節電を意織しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理よ不適切なものとならないようご注意下さい。
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学校〈小中高〉

・学校〈小中高〉の電力消費の特徴

1目の雷気の悟われ7守（冬季のピーク目）

・平均的な学校においては、日中（9時～17時〉に高い電力消費が続きます。

図1：公立小学校（事例）における電力需要カーブのイメージ

kW 

。3 6 9 12 15 18 21 
時

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

・非電気式空調の揚合、電力消費のうち、照明が約74%を占めます。
・したがって、照明に関する節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。
※補問的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている揚合は、可能な範
囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

空調

5% 

照明

74% 

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な学校における用途別電力消費比率
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学校〈小中高〉

・教室、職員室、廊下の照明を間引きする。

・点灯方法や使用揚所を工夫レながら体育館の照明を1/4程度間引きする。

恒三竺才ンスや日々の節電努力もお願いします ｜ 

照明

コンセント
働力

空調

その他

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やしED照明に交換する。
（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形しED照明に交換しだ湯合、約40%消費電力削減。）

・体育館等で使われる水銀ランプを、セラミックメタルハライドランプに交燥する。
（水銀ランプをセラミックメタルハライドランプに交換した甥合、約50%消費電力削減。〉

・待機電力を削減する。
f特仁冬体み申はパリコツ、子レ上空等のブ弓ゲ安コツ恒ツトから描く《〕
－献立や調理の工夫により食器等を減らして食器洗浄機を使用するなど、
ピーク電力を抑制する工夫をする。

－暖房エリアについて適切な温度設定を行う。

・使用していない工リア（毅室、音楽室等）は空調を停止する。

－曜気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。

・特別毅室 （音楽室、コンビュータ室等〕は連続利用する。

・2電気以外の方式（ガス方式等〕の空調熱源を保育している揚合はそちらを恒先運転する。

・手洗い等、水の流し放レ、水の出しすぎに注意する。

・節水こま、泡沫水洗を使用する。

l竺塑堕への節電塑智大事です 一一一一一一＿I
－児童・生徒等に対する節電教育を行い、児童 ・生徒等の自発的な活動を推進する。

節電 ｜｜ ・節電担当者を決め、責任者（校長先生等） と関係者が出席レたフォローアップ会議や節電パト
瞥発 ｜｜ ロールを実施する。

・学枝関係者に苅して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

［ 合 計 ｜ %｜ 

※ご注意 ・記載している節包鈎果は、建物全体の消費鎗力に対する節電殉果の想定割合の目安です。
－非電気式空調における節電苅寮は健かですが、適切な稼勘抑制は使用燃料等の省エネに緊がります。
・一定の条件の元での試算結集ですので、各々 の建物の利用状況により削減値は異なります．
・方策により刻果が重複するものがあるため、単純に合計はできません．
・節電を意識しすぎるあまり、指導よ、保健衛生上、安全よ及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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製造業

・製造業の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方 （冬季のピーク白〉

昼間操業の需要家〈一般的な稼働時間〉 （［ 昼夜連続操業の需要家（高い稼働時間〉

kW kW 

ロ空間・照明

ロ空間・照明
ロ生産段備

ロ生産設備

0 3 6 9 12 15 18 21 時 0 3 6 9 12 15 18 21 時

；主な業種 ：金属加工、自動車部品製造、

電気 ・一般機械製造（組立）など
：負荷位備 ：生産機槻、電気炉、空調 ・照明など

；主な業種 ：食晶加工、電気 ・半導体製造なと

j負荷盤備 ：生産機械、空調 ・照明、

クリーンルーム、冷凍 ・冷蔵設備など

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の肉訳（冬季のぜーク時断面 倒｜｜〕〕

・電力消費のうち、生産設備が占める割合が高いだめ、生産工程の節電対策は特に効果的
です。

・業種〈生産呂田〉や必要な生産環境 〈空調）に応じて電力消費形態が異なります。

一般設備

（空調 ・照明）

17% 

生産設備

83% 

出典：資源エネルギー庁推計

図：製造業の用途別電力消費比率事例
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製造業

※製造業は種別ごとに電力使用の形態が大きく異なるため、各設備ごとの節電率を記載していますe

｜－｜ ｜｜ 

I 7% I I I 
｜ユーティリティ設備の節電 メニュー

%一%一%
8一2一9

一般設備 （照明 ・空 調〉の 節電 メニュー

・使用レていないエリアは消灯を徹底する。

照明 ・白熱灯を電球形蛍光ランプやLED照明に交換する。
（節.刻果・白勲灯60W→①S直球形蛍光ランプ、 ②LED照明、に交燥した渇合〉

－工据内の温度を19℃とする。

空調
（節ii苅果：室内温度訟定を3℃下げだ質量合〉

－外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を低減する。
（節~劾果 倹気ファンの間欠運転まだは停i上により30%導入量を倍減した場合）

①176% 
②85% 

21% 

37% 

その他の節電 メニュー

－温水洗浄便座は保温 ・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。

コンセント ・電気式給湯機、給茶器、 エアタオル等のプラグをコンセントから披く。
Ill力

・ロードヒーテイングやルーフヒーテイング等の融雪用機器は積雪状況に応じて

手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。

－デマンド監視装置を導入し、 醤報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。

その他 －設備 ・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを煙滅する。

・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

・節電担当者を決め、 責任者（社長 ・工場長〕と関係全部門が出席したフォローアップ

節電 会議や節電パトロールを実施する。

啓発
－従業員に却して、家庭での節電の！必要性 ・方法について情報提供を行う。

※ご注意 ・記載している節電苅果は、微減・段備毎の消費電力に対する節電刻果の想定割合の目安です．
そのため、設備内容や利用状況等によって苅集は異なる燭合があります。

－空調については電気式空調を想定レています。
－節2置を意識レすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。
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記載例
（参考）

・使用していないエリア （会議室、廊下等〉は消灯を徹底するの I 

・長時間席を離れるt ｜ 
自社の実状に応じてフォーマットの対策・数値を ｜ 

アレンジしていただいて結構です。

急
円
白
川
〕

－－軍~冨：＆翻薙

照明

・ 昼休みなどは完全消灯をI~＼掛ける。

・4分の1の照明を従来型蛍光灯からHf蛍光灯に交燥する。

（従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明rz-・ 可した揚合、約40%消費電力削減。〉

．ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使F

・温水洗浄便 自社の実状に応じてフォーマットの対策・叡値を 閉める。

アレンジしていだだいて結構です。
・電気式給湯、 v ，掠く。

・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。

・ロードヒーテイングやルーフヒーテイング等の融雪用機鑓は積雪状況に応じて手釣による
制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。

－テナントは空調のスイッチを切り、ピルオーナーはピル全体が適切な
温度になるように調整を行うなど、適切な温度管理を行う。 （次項参照〕

・使用レていない工リアは空調を停止する。

・室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、ま疋は間欠運転
によって外気取入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため〕。

・夕方以降はブラインド、カーテンを締め、眠気を逃がさないようにする。

・ 罪科源機（ガス熱源は隙く〕の温水出口温度をj~めにE量定し、熱源機ヒートポンプ
等の動力を削減する。

コンセント
働力

./ 

空 調

・空調機の一斉の起動を避ける。 （運車五時R 本計画に盛り込む節電メニューを選びまレょう（〆〉。
※基本アクションはできるだけ盛り込みましょう。

－フィルターを定期的に清掃する。 （； 一
一 一 一 一 一 一 一 一 ※実施できないメーユーを盛り込む必要はありません。
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~6%以上を目指レた節電の取組側

・執務エリアの照明を半分程度間引き

・離席時等におけるOA機器のスタンバイモードへの
切り替えを徹底

企 16%

企 5%

＝合計 企21%

［ドラツ似トア（創崎店）の場合 ］ 
・店舗の照明を4分の1程度間引き

．使用していないエリアの消灯を徹底

・店舗の照明を1/4程度間引き

・業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、
冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、
凝縮器の洗浄

企 10% （キ.A.19%×1/2)

... 4%  

＝合計 企14%

企 6%

企 6%

合計 .A.12%

ト一一旅…合 ） 
・客室以外の照明を半分程度間引き 企17%

・教室、職員室、廊下等の照明を3割程度間引きする ・・・ 企11%

（与.A.15%×3/4)
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冬の節電＜「でんき予報」と緊急時のお願い＞

・でんき予報のご案内
でんき予報を参考にして頂き、オレンジ・赤となった揚合には、
－・の節電にご協力をお願い致レます。
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・緊急時の一層の節電のお願い

15.151CWC』下 気温の急激な値下や、 発電所のトラブル停止などにより、
需給ひっ迫力T想定される揚合には、停電回避のため、
政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く揚合があります。

画
一門V

前日夕方～

－需給ひっ迫警報の発令

・T¥人ラジ才、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール

の宛先（最終ページ）等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

0 
－需給ひっ迫警報の発令

・T¥人ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール

の宛先（最終ページ）等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

※状況に応じて運用の変更があり得ます。

需給のひっ迫による停電等を回避



冬の節電＜節電・電力需給に関する情報等＞

節電・電力需給に関する情報等

・節電・電力需給！こ関する情報をwebでご紹介しています

政府の節電ポータルサイト「節電.gojpJ

http:/ /www.setsuden.go.io 

経済産業省ホームページ

http:/ /www.meti.go.io/ setsuden/index.html 

・「需給ひっ迫お知らせサービスJへの登録をお願いいたします。

万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、

携帯電話・スマートフォンにお知らせします。登録をお願いいたします。

〔携帯電話〕右のQRコードまたはhttp://mail.setsuden.go.ioにアクセス

〔スマートフォン〕AppStoreまたはGooglePlaylこアクセスし、“節電アクション”で検索

※QRコードl立、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたAppleInc.の商標または登録商標です。
※Google、GooglePlayは、GoogleInc.の商標または登録商標です。

・節電・省エネに関する出張説明会等のご案内

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催す
る節電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する
「無料講師派遣Jを実施しています。

また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ診断を行う「無料
節電診断J「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等ついては、節電・省エネ診断等に関するポータル
サイト htto://www.shindan-net.io／をご確認下さい。

・節電・電力需給に関するお問い合わせはこちら

経済産業省 03-3501-1511（代表）

北海道経済産業局 01ト709-2311（内2712）電力事業課
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